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○
金
融
庁
告
示
第
十
八
号

前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
二
十
二
年
内
閣
府
令
第
三
号
）
第
二
十
八
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
金

融
庁
長
官
の
指
定
す
る
社
債
券
そ
の
他
の
債
券
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
前
払
式
証
票

の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
発
行
保
証
金
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
社
債
券

そ
の
他
の
債
券
を
定
め
る
件
（
平
成
十
七
年
金
融
庁
告
示
第
二
十
六
号
）
は
、
同
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
一
日

金
融
庁
長
官

三
國
谷
勝
範

前
払
式
支
払
手
段
に
関
す
る
内
閣
府
令
第
二
十
八
条
第
四
号
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
社
債
券
そ
の
他
の
債
券

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
債
券
で
あ
っ
て
、
記
名
式
の
も
の
及
び
割
引
の
方
法
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

一

国
民
生
活
債
券

二

住
宅
金
融
公
庫
債
券

三

農
林
漁
業
金
融
公
庫
債
券

四

中
小
企
業
債
券
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五

公
営
企
業
債
券

六

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
債
券

七

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
財
形
住
宅
債
券

八

沖
縄
振
興
開
発
金
融
公
庫
住
宅
宅
地
債
券

九

国
際
協
力
銀
行
債
券

十

日
本
政
策
投
資
銀
行
債
券

十
一

放
送
債
券

十
二

道
路
債
券

十
三

緑
資
源
債
券

十
四

首
都
高
速
道
路
債
券

十
五

水
資
源
開
発
債
券

十
六

阪
神
高
速
道
路
債
券

十
七

鉄
道
建
設
債
券
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十
八

新
東
京
国
際
空
港
債
券

十
九

本
州
四
国
連
絡
橋
債
券

二
十

預
金
保
険
機
構
債
の
債
券

二
十
一

日
本
育
英
会
債
券

二
十
二

私
学
振
興
債
券

二
十
三

都
市
基
盤
整
備
債
券

二
十
四

銀
行
等
保
有
株
式
取
得
機
構
債
の
債
券

二
十
五

民
間
都
市
開
発
の
推
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
発

行
さ
れ
る
債
券

二
十
六

電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
輸
出
入
等
関
連
業
務
の
処
理
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号

）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
社
債
券

二
十
七

関
西
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
社
債

券
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二
十
八

東
京
湾
横
断
道
路
の
建
設
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
り

発
行
さ
れ
る
社
債
券

二
十
九

旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第
五

条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
社
債
券
（
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
及
び
日
本
貨
物
鉄
道
株
式
会
社
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
同
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
社
債
券
を
含
む

。
）

三
十

中
部
国
際
空
港
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
発
行

さ
れ
る
社
債
券

三
十
一

成
田
国
際
空
港
株
式
会
社
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
社
債
券

三
十
二

高
速
道
路
株
式
会
社
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
社
債
券

三
十
三

日
本
ア
ル
コ
ー
ル
産
業
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
三
十
二
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
社

債
券

三
十
四

独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
で
あ
っ
て



- 5 -

、
そ
の
設
立
の
根
拠
と
な
る
法
律
又
は
法
人
格
を
付
与
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
債
券
を
発
行
し
得
る
も
の
の
発
行
す

る
債
券

三
十
五

農
林
債
の
債
券

三
十
六

商
工
債
の
社
債
券

三
十
七

信
用
金
庫
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
五
十
四
条
の
二
の
四
又
は
第
五
十
四
条
の
三
の
規
定

に
よ
り
発
行
さ
れ
る
全
国
連
合
会
債
の
債
券

三
十
八

長
期
信
用
銀
行
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
八
条
又
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
長

期
信
用
銀
行
債
の
債
券

三
十
九

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
四
十
九
条
又
は
第
五
十
条
の
規
定
に
よ

り
発
行
さ
れ
る
社
債
券

四
十

地
方
公
共
団
体
金
融
機
構
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
債

券
四
十
一

株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
五
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
発
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行
さ
れ
る
社
債
券

四
十
二

金
融
機
関
の
合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
条
（
同
法
第
五
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
特
定
社
債
の
債
券
（
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法

律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
金
融
機
関
の

合
併
及
び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
旧
合
併
転
換
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
（
旧
合
併
転

換
法
第
二
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
る
債
券
を
含
む
。
）

四
十
三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
担
保
付
社
債
信
託
法
（
明
治
三
十
八
年
法
律
第
五
十
二
号
）
に
よ
る
担
保
付
社

債
券
、
法
令
に
よ
り
優
先
弁
済
を
受
け
る
権
利
の
保
証
さ
れ
て
い
る
社
債
券
及
び
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六

号
）
に
基
づ
き
発
行
さ
れ
る
無
担
保
の
社
債
券
で
国
内
に
お
い
て
募
集
（
金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二

十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
募
集
を
い
う
。
）
が
さ
れ
る
社
債
券
（
金
融
商
品
取
引
所
（
金
融
商
品
取
引

法
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
金
融
商
品
取
引
所
を
い
う
。
）
に
そ
の
株
券
が
上
場
さ
れ
て
い
る
会
社
が
発
行
し
た
社

債
券
に
限
り
、
供
託
を
行
う
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
を
い
う
。
）
及
び
当
該
前
払
式
支
払
手
段
発
行
者
と
密
接
な
関
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係
（
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ

る
関
係
を
い
う
。
）
を
有
す
る
者
が
発
行
し
た
社
債
券
並
び
に
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法

律
第
六
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
に
よ
る
整
理
開
始
の
命
令
を
受
け

、
整
理
終
結
の
決
定
の
確
定
が
な
い
会
社
、
会
社
法
に
よ
る
特
別
清
算
開
始
の
命
令
を
受
け
、
特
別
清
算
終
結
の
決
定
の

確
定
が
な
い
会
社
、
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
よ
り
破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
破
産
手
続
終

結
の
決
定
又
は
破
産
手
続
廃
止
の
決
定
の
確
定
が
な
い
会
社
、
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に

よ
る
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
再
生
手
続
終
結
の
決
定
又
は
再
生
手
続
廃
止
の
決
定
の
確
定
が
な
い
会
社
及
び
会

社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
、
更
生
手
続
終
結
の
決
定
又
は

更
生
手
続
廃
止
の
決
定
の
確
定
が
な
い
会
社
が
発
行
し
た
社
債
券
を
除
く
。
）


